
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て

―
―
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
―
―

紺
　
　
谷
　
　
浩
　
　
司*

加
　
　
藤
　
　
　
　
　
高**

【
一
Ａ
】

民
事
課
事
務
節
目

【
一
Ｂ
】

目
　
次

第
一
章
　
総
則
（
第
一
條
〜
第
七
條
）

第
二
章
　
　
訴
状
受
理
ノ
次
第
（
第
八
條
〜
第
十
九
條
）

二
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

二
四

第
三
章
　
答
書
受
理
ノ
次
第
（
第
二
十
條
〜
第
二
十
三
條
）

第
四
章
　
初
席
ノ
次
第
（
第
二
十
四
條
〜
第
三
十
條
）

第
五
章
　
審
理
中
失
踪
逃
亡
ノ
次
第
（
第
三
十
一
條
〜
第
三
十
三
條
）

第
六
章
　
裁
判
宣
告
手
續
ノ
次
第
（
第
三
十
四
條
〜
第
四
十
三
條
）

第
七
章
　
済
口
ノ
次
第
（
第
四
十
四
條
〜
第
四
十
五
條
）

第
八
章
　
一
件
落
着
の
次
第
（
第
四
十
六
條
〜
第
四
十
九
條
）

第
九
章
　
身
代
限
ノ
次
第
（
第
五
十
條
〜
第
五
十
八
條
）

第
十
章
　
雑
（
第
五
十
九
條
〜
第
六
十
一
條
）

第
十
一
章
　
執
行
願
ノ
次
第
（
第
六
十
二
條
〜
第
六
十
七
條
）

【
二
Ａ
】

廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目

第
一
章
　
　
総
　
則



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

第
一
條
　
本
衙
並
所
長
ノ
名
義
ヲ
以
テ
発
布
ス
ル
一
切

ノ
諸
文
書
ハ
都
テ*

所
長
ノ
决
印
ヲ
要
ス
可
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

都
テ→

ス
ベ
テ

第
二
條
　
詞
訟
ノ
事
件
ハ
主
副
二
名
ヲ
以
テ
擔
任
ス

ヘ
シ
若
シ
其
主
副
共
ニ
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
ハ
別
ニ
判

事
ノ
内
一
名
係
リ
長
ト
ス

第
三
條
　
詞
訟
ノ
事
務
ヲ
擔
当
ス
ル
判
任
出
仕
官

ハ
其
権
限
判
事
補
ト
同
シ

第
四
條
　
書
記
ハ
判
事
判
事
補
ノ
命
ヲ
受
ケ
一
切

ノ
諸
文
書
ヲ
浄
写
シ
簿
書
ヲ
管
守
ス

第
五
條
　
訴
訟
口
誥
ハ
訴
状
其
外
一
切
ノ
諸
文
書
ヲ

受
付
シ
又
ハ
判
事
判
事
補
ノ
命
ヲ
受
ケ
各
人
民
ヘ
下

二
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

二
六

【
二
Ｂ
】

令
ス
ル
事
ヲ
掌
ル

第
六
條
　
見
座
ハ
判
事
判
事
補
ノ
命
ヲ
受
ケ
訟
庭

ニ
於
テ
詞
訟
人
ヲ
看
守
シ
進
退
〔
セ
シ
ム
ル
〕*

事
ヲ
掌
ル
　
　
　
　
　
　*

原
文
「
ス
ル
」
を
朱
書
で
訂
正

毎
條
判
事
補
並
出
仕
官
ト
記
載
ス
ヘ

第
七
條
　
毎
日
判
事
補
キ
処
事
務
上
権
限
同
一
ナ
ル
ヲ
以
テ
略
シ

テ
判
事
補
ト
ノ
内
一
員
宛
輪
次
当
番
ヲ
定
ム
ヘ
シ

ノ
ミ
記
載
ス

第
二
章
　
　
訴
状
受
理
ノ
次
第

第
八
條
　
凡
詞
訟
人
衙
門
ニ
参
着
ス
レ
ハ
門
候
原
告
人

ノ
名
刺
ニ
檢
印
シ
訴
所
ヘ
出
頭
セ
シ
ム



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

第
九
條
　
訴
訟
口
誥
ハ
訴
状
正
副
本
及
ヒ
原
告
ノ
名
刺

附
録
第
二

ヲ
収
メ
訴
状
ハ
番
号
ヲ
付
シ
　
　
　
　
書
記
ニ
出
シ

号
ニ
照
セ

附
録
第
一

姓
名
書
ハ
　
　
　
　
訴
所
ニ
留
メ
原
告
人
ハ
扣
所*

ニ
退
　
　
　
　
　

*

「
扣
所
」→

控
所

号
ニ
照
セ

カ
シ
ム

附
録
第
三

第
十
條
　
書
記
其
訴
状
ヲ
受
取
録
ニ
　
　
　
　
記
シ

号
ニ
照
セ

【
三
Ａ
】

訴
状
副
本
ノ
ミ
ヲ
當
番
判
事
補
ニ
出
シ
當
番
判
事
補
検

附
録
第
二

閲
押
印
　
　
　
　
其
事
ノ
重
大
且
繁
雑
ナ
ル
モ
ノ
ト

号
ニ
照
セ

見
込
ム
ト
キ
ハ
別
ニ
紅
箋
ヲ
附
シ
総
テ
此
レ
ヲ
所
長
ニ
呈
ス
所

長
檢
印
ノ
上
書
記
ニ
付
ス
書
記
之
レ
ヲ
所／
長／
ニ／
呈／
ス／
　
　
照

〔
訴
件
班
数
表
ニ
〕*

*

朱
書
で
挿
入
〔
所
長
ニ
呈
ス
〕
は
朱
抹

二
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

二
八

附
録
第
四

ラ
シ
判
事
判
事
補
　
　
　
　
擔
任
之
件
數
ヲ
定
ム

号
ニ
照
セ

但
シ
其
事
件
ニ
ヨ
リ
所
長
自
ラ
之
レ
ヲ
擔
任
シ
或
ハ
判
事

判
事
補
ノ
内
ヘ
直
チ
ニ
主
任
ヲ
命
ス
ル
事
ア
ル
可
シ

附
録
第
六

附
録

第
十
一
條
　
書
記
一
件
袋
　
　
　
　
及
ヒ
民
事
表

号
ニ
照
セ

第
七

号
ニ
ヲ
記
載
シ
民
事
表
ハ
主
任
官
ヘ
分
付
シ
訴
状
正
本

照
セ

附
録
第

ノ
後
ニ
呼
出
状
ヲ
書
シ
本
衙
ノ
印
章
ヲ
捺
シ
八
号
ニ
照
セ

〔
マ
マ
〕

シ
即
日
訴
訟
口
誥
ニ
付
ス
副
本
ハ
一
件
袋
ニ
入
答
書
ノ
出
　
　
　
　
　
　

*

「
シ
」
は
重
複

答
書
ハ
召
喚
状
ヲ
下
付
ス
ヨ
リ
七
日
ヲ
以
テ
期
ト
ス

ル
ヲ
俟
ツ
其
距
離
八
里
以
上
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
八
里
毎
ニ
一
日
ヲ
追
加
ス

但
答
書
出
ツ
ル
ノ
日
下
付
ス
ル
訴
状
正
本
ハ
被
告
人
ヨ
リ



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
三
Ｂ
】

返
還
セ
シ
ム
ル
ニ
及
ハ
ス

第
十
二
條
　
訴
訟
口
誥
訴
状
ヲ
原
告
人
ニ
下
付
シ
之
レ
ヲ

即
日
被
告
人
ニ
送
達
シ
答
書
出
ツ
ル
ノ
後
追
テ
對
審
ノ

附
録
第
九

日
ヲ
命
ス
ル
旨
ヲ
達
シ
受
書
ヲ
徴
ス
号
ニ
照
セ

第
十
三
條
　
被
告
数
名
ニ
シ
テ
他
管
ニ
交
渉
ス
ル
モ
ノ
ハ
書
記

例
ヘ
ハ
被
告
五
名
ア
リ
其
管
轄
ヲ

原
告
人
ニ
命
シ
更
ニ
訴
状
異
ニ
ス
レ
ハ
四
通
ヲ
ツ
ク
ラ
シ
ム

ヲ
徴
シ
召
喚
状
ヲ
為
シ
原
告
人
ニ
下
付
シ
被
告
人
ニ
送
達

セ
シ
ム
ル
等
ハ
第
十
二
条
ノ
次
第
ニ
従
フ

第
十
四
條
　
当
番
判
事
補
ニ
於
テ
若
シ
受
理
ス
可
カ
ラ

サ
ル
詞
訟
ト
見
認
ル
ト
キ
ハ
其
棄
却
ス
ヘ
キ
理
由
ヲ
起

二
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

三
〇

案
押
印
シ
所
長
ノ
决
印
ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
可
シ

第
十
五
條
　
書
記
裁
許
用
罫
紙
ニ
判
决
文
ヲ
浄
書
シ

下
付
ス
ル
訴
状
ヲ
餘

本
衙
ノ
印
章
ヲ
捺
シ
受
取
録
ニ
棄

白
ニ
朱
書
セ
ル
モ
可
ナ
リ

【
四
Ａ
】

却
ノ
旨
ヲ
記
載
シ
副
訴
状
ヲ
下
訴
状
編
冊
ニ
輯
ス
正

本
ハ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
原
告
人
ニ
下
付
シ
請
書
ヲ
徴
ス

第
十
六
條
　
原
告
人
非
理
ノ
訴
ト
自
悟
シ
訴
状
棄
却
ヲ

願
ト
キ
ハ
亦
該
件
ニ
付
出
訴
ノ
権
理
ヲ
抛
棄
セ
シ
者
ヲ
明

記
セ
シ
願
書
正
副
二
本
ヲ
出
サ
シ
メ
其
副
本
ニ
主
任
官

願
意
聞
届
タ
ル
旨
ヲ
朱
書
押
印
シ
所
長
ノ
検
〔
印
〕*

ヲ
受
ケ
　
　
　
　
　*
朱
書
で
挿
入

書
記
ニ
付
ス



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

第
十
七
條
　
書
記
訴
状
下
ケ
願
書
正
本
ニ
浄
書
シ
本
衙
ノ

印
章
ヲ
捺
シ
副
本
ト
割
印
シ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
原
告

人
ニ
下
付
ス

第
十
八
條
　
被
告
人
失
踪
後
ノ*

訴
フ
ル
ト
キ
ハ
該
所
ノ
戸
長
　
　
　
　
　
　*

「
ニ
」
の
誤
字
か

又
ハ
書
面
ヲ
以
テ

ヲ
召
喚
シ
失
踪
ノ
年
月
日
ヲ
訊
問
シ
　
　
　
　
　
　
　
訊
問

ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

証
書
及
ヒ
写
シ
ヲ
出
サ
シ
メ
主
任
官
裏
書
ヲ
起
案
押
〔
印
〕*

*

「
印
」
の
文
字
欠
落
か

【
四
Ｂ
】

シ
所
長
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
書
記
証
書
ノ
裏

ニ
浄
書
シ
本
衙
ノ
印
章
ヲ
捺
シ
之
レ
ガ
写
ト
割
印
シ

本
紙
ヲ
訴
状
ノ
正
本
ニ
副
ヘ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
原
告
人
ニ

下
付
シ
受
書
ヲ
徴
ス

第
十
九
條
　
凡
詞
訟
彼
是
連
結
交
渉
シ
一
箇
ニ
聚
メ
審

三
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

三
二

理
セ
サ
レ
ハ
判
决
シ
難
タ
キ
モ
ノ
ハ
各
番
号
ヲ
逐
ヒ
最

初
ノ
番
号
ニ
併
セ
審
理
ス
可
シ
　

第
三
章
　
答
書
受
理
ノ
次
第*

*

本
行
朱
書
で
挿
入

第
二
十
條
　
期
日
被
告
人
答
書
ヲ
捧
ケ
来
レ
ハ
訴
訟
口
誥

答
書
ニ
番
号
ヲ
朱
書
シ
一
件
袋
ニ
添
ヘ
其
主
任
官
ニ

頒
ツ

但
シ
若
シ
期
日
被
告
人
不
参
ス
ル
ト
キ
ハ
袋
ニ
答
書
不
参

ト
附
箋
シ
退
廳
一
時
間*

前
ニ
是
レ
ヲ
主
任
官
ニ
送
付
ス
主
　
　
　
　
　
　*

「
間
」
を
朱
書
で
挿
入

任
官
ハ
其
不
参
人
名
ヲ
召
喚
簿
ニ
記
シ
書
記
ニ
付
ス

【
五
Ａ
】

書
記
之
レ
ヲ
浄
書
シ
召
喚
ス
可
シ



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

第
二
十
一
條
　
主
任
官
答
書
ヲ
熟
閲
シ
訴
答
文
例
附
録

第
十
四
号
ノ
答
ヲ
為
サ
ハ
第
四
十
四
条
ノ
次
第
ニ
従

フ
第
二
十
二
條
　
訴
答
文
例
第
十
三
号
ノ
答
ヲ
ナ
セ
ハ
主
任
官

其
副
本
ヲ
一
件
袋
ニ
収
メ
一
件
袋
ノ
欄
内
ヘ
何
月
何
日

尋
常
事
件
ハ
答
書
ノ
日
ヨ
リ
三
日
ヲ
以
テ
期
ト
ス
原
告

初
席
人
ヲ
召
喚
ス
ル
ニ
其
距
離
八
里
以
上
ニ
係
ル
者
ハ
八
里
毎

ニ
一
日
ヲ

ト
朱
書
シ
其
主
任
判
事
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
二
十
三
條

追
加
ス

ノ
次
第
ニ
従
イ
若
シ
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
掛
リ
判
事

ニ
出
ス
而
〆
其
正
本
ハ
書
記
ニ
付
ス
書
記
ハ
初
席
当
日

附
録
第
十

原
告
人
ノ
召
喚
状
　
　
　
　
ヲ
為
シ
答
書
ト
共
ニ

号
ニ
照
セ

訴
訟
口
誥
ニ
付
ス
訴
訟
口
誥
ハ
之
レ
ヲ
原
告
人
ニ
送

達
セ
シ
メ
被
告
人
ハ
初
席
当
日
出
庭
ス
可
キ
旨
ヲ
達
シ

三
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

三
四

【
五
Ｂ
】

受
書
ヲ
徴
ス

第
二
十
三
條
　
判
事
主
任
ナ
ル
ト
キ
ハ
訴
答
之
書
面
ヲ
熟
閲

シ
袋
ニ
檢
印
ノ
上
書
記
ニ
付
シ
係
リ
長
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
主

任
判
事
補
ニ
付
ス
可
シ

第
四
章
　
初
席
ノ
次
第

第
二
十
四
條
　
初
席
ハ
判
事
ニ
於
テ
審
庭
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

但
シ
判
事
ノ
意
見
ヲ
以
テ
判
事
補
ニ
代
理
セ
シ
ム
ル

モ
又
妨
ケ
ナ
シ

第
二
十
五
條
　
初
席
ノ
日
ニ
至
リ
主
任
官
原
被
告
ノ
名
刺

ヲ
書
記
ニ
付
ス
書
記
ハ
見
坐
ヲ
シ
テ
之
レ
ヲ
訟
庭
ニ
呼
込



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

欄
下
ニ
立
シ
ヲ*

一
件
袋
ヲ
判
事
案
頭
ニ
捧
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

「
メ
」
の
誤
字
か

第
二
十
六
條
　
判
事
庭
ニ
莅*

ム
ヤ
判
事
補
参
列
シ
書
記
一
　
　
　
　
　
　
　*

莅
〔
＝
臨
〕

名
其
左
ニ
陪
ス
判
事
原
被
告
ノ
姓
名
ヲ
指
称
シ
証

【
六
Ａ
】

拠
ヲ
捧
ケ
シ
メ
双
方
ニ
質
シ
書
記
其
証
書
ノ
餘
白
ヘ
年

附
録
第
五

号
月
日
何
判
事
閲
　
　
　
　
ト
書
シ
判
事
之
レ
ニ
檢
印

号
ニ
照
セ

シ
而
〆*

訴
答
ノ
事
理
ヲ
審
判
ス
但
シ
判
事
ノ
主
任
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　*

而シ
カ

シ
テ

係
ル
モ
ノ
ハ
時
宜
ニ
係
リ
判
事
補
参
列
セ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ

シ
第
二
十
七
條
　
書
記
審
問
ノ
次
第
ヲ
撮
録
シ
或
ハ
其
案
件

時
宜
ニ
ヨ
リ

ニ
ヨ
リ
口
供
ヲ
手
抄
シ
一
件
袋
ニ
納
ム
可
シ
主
副
ノ
内

三
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

三
六

躬
ラ*
之
レ
ヲ
審
理
中
解
訟
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
判
事
済
口
証
　
　
　
　
　
　
　

*

躬
ラ→

自ミ
ズ
カラ

手
抄
ス
可
シ

文
ヲ
出
ス
可
キ
旨
ヲ
命
シ
書
記
証
拠
ヲ
本
主
ヘ
下

付
シ
一
件
袋
ヲ
各
主
任
官
ニ
頒
ツ
判
事
補
其

口
供
及
ヒ
撮
録
シ
細
閲
シ
疑
ヒ
ア
ラ
ハ
掛
リ
判
事

ニ
質
ス
其
再
席
以
下
又
此
例
ニ
従
フ

第
二
十
八
條
　
若
シ
原
被
告
ノ
中
犯
罪
ノ
廉
発
露
シ

【
六
Ｂ
】

刑
事

変
シ
テ
刑
事
ノ
處
分
ニ
属
ス
　
　
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
主

回
シ

任
官
仮
口
供
又
ハ
始
末
書
ヲ
要
シ
緊
要
ノ
書
類

各
写
シ
通
ヲ
順
次
合
綴
シ
其
筋
ヘ
ノ
告
発
状

ヲ
起
案
主
副
之
レ
ニ
押
印
シ
所
長
ノ
檢
印
ヲ

受
ケ
若
其
主
任
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
ハ
是
レ
ヲ
係
リ
判



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

事
ニ
出
シ
决
印
ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
書
記
浄
書

シ
併
テ
警
察
官
吏
ヘ
廻
送
ス
犯
罪
者
ハ
見
坐

之
レ
ヲ
進
退
ス
但
シ
其
犯
罪
ニ
依
リ
一
時
裁
判
ヲ

中
止
シ
或
ハ
印
税
犯
則
ノ
如
キ
ハ
民
事
課
ヨ
リ

告
発
シ
係
リ
判
事
ノ
検
印
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
九
條
　
引
合
人
ヲ
召
喚
セ
サ
レ
ハ
事
理
燈
决
者

ハ
主
任
官
召
喚
簿
ニ
其
姓
名
ヲ
記
シ
書
記
ニ
付

ス
書
記
其
距
離
ノ
遠
近
ヲ
量
リ
召
喚
状
ヲ
為

【
七
Ａ
】

シ
訴
訟
口
誥
ニ
付
ス
訴
訟
口
誥
使
丁
ヲ
シ
テ
之
レ
ヲ

各
所
ニ
逓
送
セ
シ
ム
原
告
被
告
臨
時
ノ
召
喚
状

亦
之
レ
ニ
准
ス
他
管
ニ
ア
ル
引
合
人
ヲ
喚
問
ス
ル
ハ
書

〔
記
〕*

召
喚
状
ヲ
起
案
押
印
シ
其
係
リ
判
事
ノ
検
印
　
　
　
　
　
　
　
　

*
「
記
」
の
欠
落
か

ヲ
受
ケ
浄
書
シ
右
判
事
ノ
名
ヲ
以
テ
其
管
轄

三
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

三
八

廳
ニ
達
ス
可
シ

第
三
十
條
　
原
被
告
示
談
該
件
退
願
ヲ
請
フ
モ
ノ

ア
ル
ト
キ
ハ
願
書
正
副
三
本
ヲ
出
シ
併
セ
テ
曩
キ
ニ*

下
付
　
　
　
　
　
　*

嚢
キ
ニ
＝
先
に

セ
シ
訴
答
書
ヲ
返
上
セ
シ
メ
其
主
任
官
副
本
ニ
願

意
聞
届
ケ
タ
ル
旨
ヲ
朱
書
押
印
シ
所
長
ノ
検
印

ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
書
記
其
正
本
ニ
浄
書
シ
訴

答
書
ヲ
添
ヘ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
原
被
告
人
ヘ
下
付
シ

以
下
四
十
六
條
ノ
次
第
ニ
従
フ

【
七
Ｂ
】

第
五
章
　
　
審
理
中
失
踪
逃
亡
ノ
次
第

第
三
十
一
條
　
被
告
人
最
初
訴
状
奥
書
ヲ
以
テ
召
喚
ヲ

受
ケ
示
後
失
踪
セ
シ
旨
其
戸
長
ヨ
リ
届
出
ル
ト
キ
ハ
主

任
官
原
告
人
ニ
其
旨
ヲ
達
シ
若
シ
百
八
十
日
ヲ
過



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

キ
見
当
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
相
續
人
或
ハ
受
人
ヘ
済
方

〔
マ
マ
〕

裁
判
ス
ヘ
ク
旨
ヲ
達
シ
請
書
ヲ
徴
シ
一
件
袋
ハ
書

記
ニ
管
守
ス
但
追
テ
見
当
リ
次
第
可
訴
出
旨
ニ
テ

願
下
ヲ
請
フ
者
ハ
證
書
裏
書
等
第
十
六
条
第
十
八

条
ノ
次
第
ニ
従
フ

第
三
十
二
條
　
失
踪
人
通
報
ノ
照
會
状
ハ
主
任
官
起

案
押
印
シ
係
リ
判
事
の
檢
印
ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付

ス
書
記
之
レ
ヲ
浄
書
シ
警
察
官
吏
ニ
達
ス

第
三
十
三
條
　
負
債
者
逃
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
相
續
人
ヲ
召
喚

【
八
Ａ
】

シ
直
チ
ニ
裁
判
ヲ
與
ヘ
若
シ
相
續
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
該

所
ノ
戸
長
ニ
命
シ
〔
失
〕*

踪
擔
当
人
ヲ
差
出
サ
セ
遺
留
　
　
　
　
　
　
　

*
〔
失
〕
の
欠
落
か

財
産
ヲ
以
テ
直
ニ
身
代
限
リ
ノ
處
分
ニ
及
ヒ
第

三
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

四
〇

五
十
条
以
下
ノ
手
續
ニ
従
フ
可
シ

第
六
章
　
　
裁
判
宣
告
手
續
ノ
次
第

第
三
十
四
條
　
裁
判
ノ
宣
告
ハ
都
而*
所
長
ノ
任
ト
ス
但
時
　
　
　
　
　
　
　*

都
而→

全ス
ベ

テ

〔
マ
マ
〕

宜
ニ
ヨ
リ
判
事
ヲ
シ
テ
代
理
セ
シ
〔
メ
〕*

タ*

ル
事
ア
ル
ヘ
　
　
　
　
　

*

「
メ
」
の
欠
落
か
　*

「
タ
」
は
誤
字
か

シ
第
三
十
五
條
　
凡
裁
判
ノ
宣
告
ハ
退
廳
前
一
時
ヲ
以
テ

定
刻
ト
シ
数
件
ア
ル
モ
同
時
ニ
取
聚
メ*

順
次
ニ
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

取
聚
メ→

取
集
メ

〔
マ
マ
〕

レ
ヲ
宣
告
ス
可
シ
但
シ
執
行
裁
判
ノ
如
ト
キ
臨

時
至
急
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
非
ラ
ス

第
三
十
六
條
　
訴
答
書
中
事
理
錯
雑
或
ハ
事
重
大
ニ



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
八
Ｂ
】

シ
テ
口
供
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
主
任
官
ニ
於
テ
其
口
供

ヲ
起
草
シ
書
記
之
レ
ヲ
浄
書
シ
判
事
ノ
席
前
ニ

附
録
第
十

於
テ
書
記
原
被
告
ノ
口
供
　
　
　
　
　
ヲ
読
聞

一
号
ニ
照
セ

セ
判
事
原
被
告
ニ
命
シ
テ
証
印
セ
シ
ム
而
シ
テ

追
テ
裁
判
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
達
シ
書
記
口
書
ニ
番
　

附
録
第
十

号
ヲ
朱
書
シ
　
　
　
　
　
判
事
及
ヒ
判
事
補

一
号
ニ
照
セ

押
印
ス
但
シ
主
任
官
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
臨
時
席
口

書
ノ
如
キ
ハ
必
ス
シ
モ
判
事
ノ
席
ヲ
要
セ
ス

第
三
十
七
條
　
裁
判
言
渡
書
ハ
其
主
任
官
之
レ
ヲ
起

草
シ
主
副
之
レ
ニ
押
印
シ
所
長
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ
書

記
ニ
付
ス
若
シ
其
主
任
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
ハ
是
レ
ヲ
係

〔
マ
マ
〕

リ
判
事
ニ
出
シ
决
印
ヲ
受
ケ
而
シ
テ
后
チ
所
長

四
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

四
二

ニ
呈
ス
ヘ
シ

【
九
Ａ
】

第
三
十
八
條
　
書
記
ハ
裁
判
言
渡
書
冩
二
本
ヲ
浄
書

シ
本
衙
ノ
印
章
ヲ
押
シ
而
シ
テ
其
原
被
告
ハ
当
日

出
庭
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
其
主
任
官
ニ
質
問
シ
若
シ
出

庭
セ
サ
レ
ハ
来
ル
何
日
裁
判
申
渡
ス
ニ
付
出
庭
ス

ヘ
キ
旨
召
喚
状
ヲ
為
シ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
該
所

ノ
役
人
ヘ
逓
送
セ
シ
ム

第
三
十
九
條
　
当
日
出
庭
ス
レ
ハ
裁
判
書
ヘ
月
日
ヲ
記
入

シ
其
姓
名
書
ヲ
見
坐
ニ
付
シ
順
次
之
レ
ヲ
喚
込

シ
ム

〔
マ
マ
〕

第
四
十
條
　
所
長
庭
ニ
莅
ム
ヤ
当
番
判
事
補
参
列

シ
書
記
裁
判
書
ヲ
携
ヘ
其
左
ニ
陪
ス
裁
判
宣



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

〔
オ
ワ
リ
〕

告
ノ
後
裁
判
書
ヲ
原
被
告
ニ
下
付
シ
畢
テ
所
長

附
録
第
九

請
書
　
　
　
　
ヲ
呈
ス
ヘ
〔
キ
〕*

旨
ヲ
口
達
シ
見
坐
直
　
　
　
　
　
　
　*

「
キ
」
の
欠
落
か

号
ニ
照
セ

【
九
Ｂ
】

チ
ニ
退
去
ヲ
命
ス

一
第
四
十
一
條
　
原
被
告
ヨ
リ
受
書
ヲ
呈
ス
レ
ハ
主
任

官
之
レ
ニ
檢
印
シ
テ
ノ
上
書
記
ニ
付
ス
書
記
口
書

及
ヒ
宣
告
ノ
本
書
ト
共
ニ
裁
判
言
渡
帳
ニ
輯

ス

一
第
四
十
二
條
　
当
日
原
被
告
ノ
中
不
参
又
ハ
遅
参
ス
ル

モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
欠
席
裁
判
宣
告
ノ
上
書
記
其
次
第

ヲ
該
所
ノ
役
人
ヘ
宛
テ
裁
判
書
ハ
其
本
人
ニ
下
付

シ
来
ル
何
日
本
人*

ヨ
リ
受
書
可
差
出
旨
ノ
達
状
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　*

「
本
人
」
と
朱
書
で
追
加

四
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

四
四

為
シ
訴
訟
口
誥
使
吏
ヲ
シ
テ
逓
送
セ
シ
ム

一*

第
四
十
三
條
　
若
シ
裁
判
ニ
服
セ
ス
控
訴
セ
シ
事
ヲ
届
　
　
　
　
　
　
　*

以
下
の
条
文
に
「
一
」
が
付
さ
れ
て
い
る

出
ル
ト
キ
ハ
主
任
官
押
印
ノ
上
所
長
ノ
検
印
ヲ
受

書
記
ニ
付
ス
而
〆*
上
等
裁
判
所
ヨ
リ
一
件
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

〆→

シ
テ

【
一
〇
Ａ
】

類
ヲ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
書
記
訴
答
書
口
書
等
順
次

整
理
シ
返
輸
ヲ
草
シ
其
主
任
官
ヲ
経
テ
所
長

ノ
検
印
ヲ
受
ケ
浄
書
シ
共
ニ
送
致
ス

第
七
章
　
　
済
口
ノ
次
第

一
第
四
十
四
條
　
已
ニ
済
口
証
文
ヲ
捧
ケ
来
レ
ハ
訴
訟
口

誥
之
レ
ヲ
其
主
任
官
ヱ
出
ス
主
任
官
熟
閲
シ
□
牾*

*

齟
齬
の
略
字
か



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

ナ
キ
者
ハ
押
印
ノ
上
原
被
告
ノ
名
刺
ヘ
済
口

聞
届
ト
朱
書
檢
印
シ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
其
本

人
ヘ
下
付
シ
退
去
セ
シ
ム

一
第
四
十
五
條
　
主
任
官
其
済
口
証
文
ヲ
係
リ
判
事

ニ
出
シ
検
印
ヲ
受
ケ
而
〆*
所
長
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ
書
　
　
　
　
　
　
　
　*

〆→

シ
テ

記
ニ
付
ス
書
記
済
口
証
文
編
冊
ニ
編
ハ
主
任
官

其
表
ヲ
朱
抹
シ
一
件
袋
ヲ
書
記
ニ
付
ス
ル
等
第

【
一
〇
Ｂ
】

四
十
六
条
ノ
次
第
ニ
従
フ

第
八
章
　
　
一
件
落
着
ノ
次
第裁

判

一
第
四
十
六
條
　
凡
一
件
落
着
　
　
ニ
至
レ
ハ
主
任
官

済
口

四
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

四
六

ハ
民
事
表
及
ヒ
一
件
袋
ヲ
朱
抹
シ
他
日
民
事
表

編
冊
ノ
為
メ
緊
要
ナ
ル
事
目
ハ
一
々
之
レ
ヲ
其
欄

内
ヘ
登
記
シ
一
件
袋
ハ
書
記
ニ
付
ス
表
ハ
月
末
ニ

一
綴
シ
テ
之
レ
ヲ
書
記
ニ
付
ス

一
第
四
十
七
條
　
書
記
ハ
訴
状
請
取
録
ニ
朱
抹
民
事
日

附
録
第
十

々
表
　
　
　
　
　
ニ
記
載
シ
一
件
袋
ハ
管
守
シ
テ
月

三
号
ニ
照
セ

末
ニ
至
リ
合
輯
整
頓
シ
テ
他
日
参
考
ニ
備
フ
又

民
事
表
ヱ
月
末
ニ
主
任
官
ヨ
リ
受
取
リ
之
ヲ
編

纂
シ
民
事
日
々
表
ノ
総
計
ヲ
記
シ
以
テ
前

月
ヨ
リ
越
高
ト
本
月
ノ
新
受
并
既
决
ヲ
區

【
一
一
Ａ
】

分
シ
浄
書
シ
テ
所
長
ニ
呈
シ
檢
印
ヲ
受
ク



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

一
第
四
十
八
條
　
各
主
任
官
ノ
審
理
表
ハ
書
記
毎

月
十
日
迄
ニ
前
月
ノ
分
ヲ
取
調
二
部
ヲ
浄
書
シ

一
部
ハ
所
長
并
各
主
任
官
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
一

部
ハ
逓
付
録
ヲ
以
テ
庶
務
課
ヘ
差
出
シ
本
省

ヘ
進
達
ス
其
檢
印
ア
ル
一
部
ハ
本
課
ニ
留
メ

他
日
ノ
参
考
ニ
備
フ

一
第
四
十
九
條
　
民
事
表
ハ
雛
形
ノ
通
一
年
二
回

一
月

取
調
二
部
ヲ
浄
書
シ
其
一
部
ハ
所
長
ノ
検

七
月

印
ヲ
受
ケ
以
下
前
条
ノ
次
第
ニ
従
フ

第
九
章
　
　
身
代
限
ノ
次
第

一
第
五
十
條
　
第
四
十
条
又
ハ
第
四
十
四
条
四
十
五
条

四
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

四
八

ノ
次
第
ニ
従
ヒ
身
代
限
リ
ノ
処
分
ニ
至
レ
ハ
一
件

【
一
一
Ｂ
】

袋
ヘ
身
代
限
元
件
ニ
朱
書
シ
書
記
ニ
付
ス
書

記
該
所
ハ
戸
長
及
ヒ
原
被
告
會
同
被
告
人
所
有

財
産
取
調
其
調
書
ヲ
出
ス
可
キ
旨
所
管
郡
區

役
所
ヘ
ノ
照
會
状
ヲ
為
リ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ

原
被
告
ヘ
下
付
シ
受
書
ヲ
徴
ス
但
シ
主
任
官

ノ
意
見
ニ
依
リ
請
証
人
会
同
セ
シ
ム
ル
事
ア
ル
可

シ

一
第
五
十
一
條
　
財
産
調
書
ヲ
出
セ
ハ
主
任
官
之
レ
ヲ

點

シ
規
則
ニ
照
ラ
シ
抵
償
品
ト
不
抵
償
品
ト
ヲ

區
別
書
分
セ
シ
メ
抵
償
品
ハ
一
件
袋
ニ
収
メ
不
抵

償
品
ノ
書
分
ハ
書
記
ニ
付
ス
書
記
ハ
第
五
十
二
条

ノ
掲
示
ト
共
ニ
負
債
者
所
管
ノ
戸
長
ニ
処
分
済



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

迄
預
ケ
ル
旨
ノ
郡
區
役
所
ヘ
照
會
状
ヲ
為
シ
前

【
一
二
Ａ
】

条
ノ
次
第
ニ
従
フ
但
シ
裁
判
所
ト
郡
區
役
所
ノ

間
ニ
取
扱
フ
節
目
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
従
フ
ヘ
シ

一
第
五
十
二
條
　
前
条
ノ
手
續
ヲ
為
シ
タ
ル
後
主
任

官
身
代
限
リ
ノ
掲
示
ヲ
起
案
押
印
シ
係
リ
判

事
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
書
記
之
ヲ

浄
書
シ
前
条
ノ
書
分
ト
共
ニ
郡
區
役
所
ヘ
廻

送
シ
以
テ
本
人
住
宅
ニ
掲
示
セ
シ
ム
本
衙
門
前
及
ヒ

市
街
ノ
掲
示
ハ
見
坐
ノ
職
ト
ス
但
裁
判
ハ
満
期

ノ
翌
日
示
談
ハ
財
産
入
札
拂
ノ
上
何
月
何
日
原

被
告
出
庭
ス
可
キ
旨
ヲ
達
シ
受
書
ヲ
徴
ス

一
第
五
十
三
條
　
掲
示
ノ
日
限
満
レ
ハ
主
任
官
入
札
拂

四
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

五
〇

又
ハ
糶
賣
ノ
掲
示
ヲ
起
案
押
印
シ
所
長
ノ
檢
印

ヲ
受
ケ
書
記
ニ
付
ス
書
記
浄
書
シ
郡
區
役
所

【
一
二
Ｂ
】

ヘ
ノ
照
會
状
ヲ
為
シ
以
下
五
十
二
条
ノ
次
第
ニ
従

フ
但
示
談
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
原
被
告
ノ
請
願
ア
ル
ニ

非
ラ
サ
レ
ハ
掲
示
ニ
及
ハ
ス

一
第
五
十
四
條
　
財
産
入
札
拂
ノ
上
賣
却
帳
ヲ
以
テ
其

金
額
ヲ
届
出
レ
ハ
主
任
官
之
レ
ヲ
点
検
シ
規
則

ニ
照
ラ
シ
各
訴
状
及
ヒ
訴
訟
入
費
ノ
金
高
ニ
應

シ
配
賦
セ
シ
メ
而
〆*

配
賦
帳
ヲ
徴
ス
其
金
高
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

〆→

シ
テ

滿
タ
サ
ル
ト
キ
ハ
証
書
及
ヒ
冩
シ
ヲ
徴
シ
裏
書
ヲ
起

案
主
任
官
之
レ
ニ
押
印
シ
所
長
ノ
検
印
ヲ
受

ケ
書
記
ニ
付
ス



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

一
第
五
十
五
條
　
書
記
証
書
ノ
裏
ニ
浄
書
シ
本
衙
ノ

印
章
ヲ
捺
シ
写
ト
割
印
シ
証
書
ハ
訴
訟
口
誥

ヲ
シ
テ
原
告
人
ニ
下
付
シ
受
書
ヲ
徴
ス

【
一
三
Ａ
】

一
第
五
十
六
條
　
第
五
十
四
條
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
ノ

請
人

金
高
ニ
滿
タ
サ
ル
ト
キ
其
証
書
　
　
ヨ
リ
弁
償
ヲ
受

証
人

ク
可
キ
権
利
ア
ル
ニ
ヨ
リ
原
告
人
之
レ
ニ
係
リ
追

訴
セ
ン
事
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
総
テ
新
訴
ノ
手
續
ニ

従
フ

一
第
五
十
七
條
　
前
数
條
ノ
手
続
ヲ
為
シ
負
債
者
ノ

身
代
限
ヲ
結
了
セ
シ
モ
ノ
ハ
更
ニ
執
行
届
ケ
ヲ
出

サ
シ
メ
主
任
官
之
ニ
検
印
シ
一
件
袋
ト
共
ニ

書
記
ニ
付
ス

五
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

五
二

一
第
五
十
八
條
　
被
告
壱
人
ヲ
以
テ
数
名
ノ
原
告
ヲ
受

各
判
事
判
事
補
之
ヲ
擔
当
ス
而
シ
テ
其
被

告
一
ノ
主
任
官
擔
当
ス
ル
原
告
人
ヘ
身
代
限

ヲ
以
テ
済
口
ヲ
約
ス
ル
ヨ
リ
他
ノ
主
任
官
擔
当

【
一
三
Ｂ
】

ス
ル
所
ノ
原
告
人
モ
亦
タ
皆
其
分
配
ニ
加
ハ
ラ
ン

事
ヲ
請
願
シ
被
告
モ
之
ヲ
承
諾
ス
ル
ト
キ
ハ
何
レ

モ
済
口
証
文
ヲ
徴
シ
第
四
十
四
條
第
四
十
五
条

ノ
次
第
ニ
従
ヒ
一
件
袋
ヘ
加
入
ノ
二
字
ヲ
朱
書
シ

書
記
ニ
付
ス
書
記
之
レ
ヲ
元
件
ノ
主
任
官
ヘ

送
付
ス



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

第
十
章
　
　
雑

一
第
五
十
九
條
　
各
支
區
廳
ヨ
リ
来
ル
伺
ハ
所
長
自
ラ

指
令
ノ
原
案
ヲ
草
シ
或
ハ
判
事
判
事
補
ノ
内
ヘ

命
シ
テ
起
草
セ
シ
ム

一
第
六
十
條
　
法
律
ノ
疑
義
ヲ
生
シ
本
省
ノ
内
訓
ヲ

乞
フ
者
モ
亦
前
條
ノ
次
第
ニ
従
フ

一
第
六
十
一
條
　
原
被
告
又
ハ
引
合
人
等
召
喚
当
日

【
一
四
Ａ
】

無
届
不
参
遅
参
ス
ル
者
ハ
訴
訟
口
誥
始
末

書
ヲ
徴
シ
其
主
任
官
ヘ
付
ス
主
任
官
其
餘

白
ヘ
擬
律
ヲ
附
シ
宣
告
ノ
草
案
ヲ
為
シ
共
ニ
押

若
シ
其
主
任
官
判
事
補
ナ
ル
ト
キ

印
ノ
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
坐
ヲ
シ
テ
訟

ハ
係
リ
判
事
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ

五
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

五
四

庭
ニ
喚
込
シ
メ
直
チ
ニ
之
レ
ヲ
宣
告
シ
書
記
ニ
付

ス
書
記
宣
告
ノ
写
シ
ヲ
浄
書
シ
本
衙
ノ
印
章
ヲ

捺
シ
訴
訟
口
誥
ヲ
シ
テ
本
人
ニ
下
付
シ
其
罰
金

ヲ
納
メ
シ
ム

第
十
一
章
　
　
執
行
願
ノ
次
第

一
第
六
十
二
條
　
裁
判
執
行
ヲ
願
ヒ
出
レ
ハ
訴
訟
口
誥

附
録
第
十
四

其
願
書
　
　
　
　

ニ
番
号
ヲ
朱
書
シ
書
記

号
ニ
照
セ

ニ
付
ス

一
第
六
十
三
條
　
書
記
ハ
之
レ
ヲ
番
外
受
取
録
ニ
記
載



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
一
四
Ｂ
】

シ
所
長
ノ
檢
印
ヲ
受
ケ
而
〆*

各
判
事
判
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

〆→

シ
テ

補
ノ
内
主
任
官
ヲ
定
メ
之
レ
ヲ
其
主
任
官
ニ
付

附
録
第
十

シ
一
件
袋
ヲ
為
シ
被
告
ヲ
召
喚
　
　
　
　
　
或

六
号
ニ
照
セ

ハ
主
任
官
ヲ
定
ム
ル
ニ
班
数
表
ヲ
用
ユ
ル
等
総
テ

訴
状
受
理
ノ
次
第
ニ
従
フ

一
第
六
十
四
條
　
期
日
原
被
告
人
参
着
ス
レ
ハ
訴
訟
口

誥
其
名
刺
ニ
一
件
袋
ヲ
添
ヘ
主
任
官
ニ
付
ス

一
第
六
十
五
條
　
主
任
官
見
坐
ヲ
シ
テ
直
チ
ニ
訟
庭
ヘ

喚
込
シ
メ
執
行
ス
ル
ヤ
否
ノ
訊
問
シ
若
シ
一
方

ノ
義
務
者
ニ
於
テ
謂
レ
ナ
ク
苦
情
ヲ
唱
ヘ
執

行
セ
サ
レ
ハ
席
口
供
或
ハ
始
末
書
ヲ
徴
シ
執
行

言
渡
書
ヲ
起
案
主
副
押
印
シ
所
長
ノ
検
印

五
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

五
六

ヲ
受
ケ
若
シ
其
主
任
判
事
補
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
三

【
一
五
Ａ
】

十
七
条
ノ
次
第
ニ
従
ヒ
書
記
ニ
付
シ
書
記
之
カ
写

ヲ
浄
書
シ
宣
告
ノ
手
続
等
総
テ
前
数
條
ノ
次

第
ニ
従
フ

一
第
六
十
六
條
　
身
代
限
等
ノ
執
行
ハ
総
テ
第
九

章
ノ
手
続
ニ
従
フ
可
シ

一
第
六
十
七
條
　
執
行
済
ノ
上
ハ
原
被
告
連
署

ノ
執
行
届
ヲ
出
サ
シ
メ
以
テ
一
件
落
着
ト
ス
但

シ
執
行
ハ
書
類
ハ
書
記
別
ニ
之
ヲ
編
纂
シ

他
日
ノ
参
考
ニ
備
フ

【
本
文
の
部
　
了
】



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
・
附
録
・
書
式
】
の
部

【
一
六
Ａ
】

廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
附
録

第
一
号
　
　
名
刺
ノ
書
式
半
紙
四
ツ
切

明
治
何
年
何
号*

*

朱
書

何
判
事
殿
御
掛*

住
所

原
被

身
分

何
ノ
誰
ヘ
係
ル
貸
金
催
促

姓
　
名

告
人

住
所

訴

代
書

状
上
ケ
或
ハ
對
審
当
日

人
　
　
　
　
身
分

答

差
添

姓
　
名

此
書
式
ハ
番
号
ト
其
主
任
官
ヲ
知
リ
得
タ
ル
後
ヨ
リ
記
入
ス*

五
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

五
八

【
一
六
Ｂ
】

第
二
号
　
訴
状
標
号
押
印
并
番
号
朱
書
ノ
式

年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
　
　
補

*
*

文
字
を
○
で
囲
ん

所
　
　
　
　
　
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
い
る
　
朱
書

副
　
　
　
　
補

某
　
訴
　
状

住
所

明
治
何
年
何
号*

当
番
　
　
　
　
　
身
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

朱
書

姓
　
名



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
一
七
Ａ
】

第
三
号
　
〔
受
　
取
　
録
〕

*

何

金

願
下
　

月
　
　
日
　
　
月
　
日
　
　
訴
　
主

第

席
前
　

月
　
　
日
　
　
月
　
日
　
　
答
　
副
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

朱
書

席
後
　

月
　
　
日
　
原

三

裁
許
　

月
　
　
日
　
告

刑
事
廻

月
　
　
日
　
被

号

身
代
限

月
　
　
日

号

訴

棄
却
　

月
　
　
日
　
告

受

金

願
下
　

月
　
　
日
　
　
月
　
日
　
　
訴
　
主

席
前
　

月
　
　
日
　
　
月
　
日
　
　
答
　
副

取

席
後
　

月
　
　
日

裁
許
　

月
　
　
日

録

刑
事
廻

月
　
　
日

身
代
限

月
　
　
日

号

訴

棄
却
　

月
　
　
日

五
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

六
〇

【
一
七
Ｂ
】

〔

白
　
紙
　
〕

【
一
八
Ａ
】

第
四
号
　
〔
無
　
題
〕

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
何
　
　
　
判
事

*

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝

第

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝
　
　
　
　
　
　
　
　*

朱
書

四

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝

号

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝

○
　
○
　
○
　
○
　
○
　
仝



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
一
八
Ｂ
】

第
五
号
　
　
　
初
席
ノ
際
証
書
ニ
檢
印
ノ
書
式

借
　
用
　
申
　
証
　
文
　
ノ
　
事

一
　
金
　
何
　
円

右
　
云
　
々
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ借

　
主
　
　
―
―
―
―

請
　
人
　
　
―
―
―
―

年
号
月
日
廣
島
裁
判
所
何
千
何
百
号

判
事
氏
名
閲

若
シ
判
事
補
代
理
ノ
ト
キ
ハ
判
事
補
閲*

*

三
行
分
朱
書
　

六
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

六
二

【
一
九
Ａ
】

第
六
号*

一
件
嚢
之
書
式*

*

朱
書

　
　
　
　
　
明
治
　
　
　
　

第
　
何
　
号*

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

　
朱
書

　
　
　
　
　
　
年

　
　
　
　
　
月
　

日
訴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

告

　
　
　
　
　
月
　

日
答
　
　
金
　
何
　
円*

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被

　
　
　
　
　
　

掛
　
　
　

判
事
　
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
将
来
ノ
出
日
ヲ
記*

　
　
　
　
　
初
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日

　
　
　
　
　
再
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日

　
　
　
　
　
三
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日
　
　
　
　
　
月
　
日

　
何 

 

　
々 

 

　
ノ 

 

　
訴 

 

　
訟 



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
一
九
Ａ
続
き
】

　
原 

 
　
告 

　
被 

 

　
告 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
　
　
　
局 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
席
前
済
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
席
後
済
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
席
身
代
限
済
口
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
許
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
　
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
事
廻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日 

六
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

六
四

【
二
〇
Ａ
】

第
七
号
　
〔
民
事
表
書
式
〕

　
　
　
　
　
　
　

擔
　

當
　

判
　

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
　
　
　
住
所 

第
　
掛
　
　

主
　

　
・
・
・
判
事
補
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
分 

　
　
　
　
　

副
　
　

・
・
・
・
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

告
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
　
名 

七 　
　
　
　
　

証
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
　
　
　
住
所 

号
　
貸
　
　

期
限
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分 

　
　
　
　
　

商
業
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
　
名 

民
　
金
　
　

商
業
上
ニ
非
ラ
サ
ル
件*

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

　
朱
書 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
席
　
結
局
　
　
　
　
棄
却 

事
　
催
　
　

初
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
願
下
　
　
　
　

月
　
日
　
訴
訟
手
続
ニ
違
フ
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

　
　
　
　
　

再
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
席
前
　
　
　
　

月
　
日
　
出
訴
期
限
ヲ
過
ク
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

表
　
促
　
　

三
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
席
後
　
　
　
　

月
　
日
　
証
券
税
等
規
則
ニ
違
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

　
　
　
　
　

　
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
裁
許
　
　
　
　

月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

書
　
之
　
　

　
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
刑
事
廻
　
　
　

月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

　
　
　
　
　

　
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
身
代
限
　
　
　

月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

式
　
訴
　
　

　
　
　
　

月
　
日
　
　
　

月
　
日
　
　
・
・
・
　
　
　

月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日 

　
　
　
明
治
　
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
　
日
　
　
訴 

　
　
　
　
　
第
　

何
　

号*

　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
日
　
　
答
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

*

　
朱
書 



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
二
〇
Ｂ
】

〔
民
事
表
書
式
・
続
き
〕

　
　
　
負
債
高
　
　
　

償
却
高
　
　
　
償
却
高
　

　
　
　
　
償
却
高
皆
級
　
　
　
時
　
間
　
區
　
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皆
無

　
　
　
　

金
　
　
穀
　
　

金
　
　
穀
　
　

訴
　
　
財
　
　

百
分
ノ
一
以
下
　
　
　
即
　
　
日
　
　

十
日
以
下
　
　

一
月
已
下

　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訟
　
　
産
　
　

百
分
ノ
二
ヨ
リ
　
　
　
二
月
已
下
　
　

三
月
已
下
　
　

六
月
已
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
　
　
全
　
　

五
分
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

費
　
　
ク
　
　

百
分
ノ
六
ヨ
リ
　
　
　
一
年
已
下
　
　

二
年
已
下
　
　

三
年
已
下

　
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
　
　
ナ
　
　

十
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

去
　
　
キ
　
　

百
分
ノ
十
一
ヨ
リ
　
　
三
年
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
　
　
ニ
　
　

二
十
マ
テ

　
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
　
　
ヨ
　
　

百
分
ノ
廿
一
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
故
　
　
　
　
　
　
　
　*

　
朱
書

　
　*

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
　
　
リ
　
　

二
十
五
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
　
　
　
　
　

百
分
ノ
廿
六
ヨ
リ
　
　
旅
行
　
原
　
月
日
　
逃
亡
　
原
　
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヨ
　
　
　
　
　

五
十
マ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
被
　
月
日
　
　
　
　
被
　
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
　
　
　
　
　

百
分
ノ
五
十
ヨ
リ
　
　
死
失
　
原
　
月
日
　
刑
事
廻
原
　
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
五
マ
テ
　
　
　
　
　
　
　
被
　
月
日
　
　
　
　
被
　
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
分
ノ
七
十
七
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
取
権
ア
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
配
賦
済

六
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

六
六

【
二
一
Ａ
】

第
八
号召

　
喚
　
文
　
例

如
斯
訴
出
ツ
ル
条
来
ル
何
日
午
前
第
何
時
　
　

答
弁
書
持
参
可
致
者
也

年
号
月
日
　
　
　
廣
島
裁
判
所
　
　

*
*

朱
書

住
所

被
告
人
　
　
身
分姓

　
名

【
二
一
Ｂ
】

第
九
号
　
受
書
文
例

御
請
書
之
事



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

奥

一
　
御
　
　
書
証
書

裏

一
　
　
通

一
　
御
裁
判
申
渡
書

原

証
書
裏
書

右
ハ
　
　
告
人
住
所
身
分
氏
名
ヨ
リ
相
係
ル
何
々
訴

被

御
裁
判

御
下
渡
シ

ニ
相
成
　
　
　
　
前
書
之
通
正
ニ
奉
請
取
候
　
以
上

御
申
渡
シ

住
所

身
分

姓
　
名

廣
島
裁
判
所
長

判
事
　
ヽ
ヽ
　
殿

【
二
二
Ａ
】

第
十
号
　
　
答
書
後
原
告
人
召
喚
文
例

六
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

六
八

如
斯
答
弁
致
ス
ニ
付
来
ル
何
日
對
審
及

候
条
同
日
午
前
第
何
時
出
頭
可
致
者
也

但
答
書
ハ
心
得
ノ
為
メ
下
付
ス

廣
島
裁
判
所

*
*

朱
書

年
月
日

住
所

原
告
人
　
　
　
　
身
分

姓
　
名

【
二
二
Ｂ
】

第
十
一
号
　
　
口
書
ノ
式
並
番
号
記
入
押
印
ノ
書
式

主
　
○*

何
年
何
号*

判

*
*

朱
書

副
　
○*

原

住
所

告
人
　
　
　
　
身
分

被

姓
　
名



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

一
　
自
分
儀
何
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

御
裁
判
奉
仰
候
也

右
之
通
相
違
不
申
上
候

右

何
　
ノ
　
誰
　
印

年
　
月
　
日

【
二
三
Ａ
】

*

第
十
二
号
　
　
裁
判
書
々
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　*

半
葉
13
行
用
紙
使
用

所
長
　
　
　
　
　
　
浄
　
書

裁
判
言
渡
書住

所
身
分

原
告
　
　
　
　
　
姓
　
名

六
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

七
〇

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

被
告

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

引
合
　
　
　
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

何
々
詞
訟
審
理
ヲ
遂
ク
ル
處

原
告
何
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

被
告
何
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

【
二
三
Ｂ
】

依
テ
判
决
ス
ル
事
左
ノ
如
シ

何
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

判
决
ス
ル
事

或
ハ
何
々
詞
訟
審
理
　
　
　
　
　
左
ノ
如
シ

執
行
言
渡

何
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

但
訴
訟
入
費
云
々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

年
　
月
　
日
　
　
　
主
判
事
　
　
何
ノ
誰



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

副
判
事
補
　
何
ノ
誰

主
任
判
事
補
ノ
ト
キ
ハ

長
　
判
事
何
ノ
誰

主
　
判
事
補
何
ノ
誰

副
　
判
事
補
何
ノ
誰

七
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

七
二

【
二
四
Ａ
】

第
十
三
号
　
廣
島
裁
判
所
民
事
日
々
表
　
明
治
　
年

 

日
 

席
前
済
 

裁
許
 

願
下
 

刑
事
 

新
訴
 

現
在
 

金
穀
 

金
穀
 

席
後
済
 

第
 
 

口
　
　
 
 

ヶ
　
 

廻
　
 
 

件
数
 
 

不
関
 

口
　
　
 

十
 

一
　
日
 

十
　
 

廿
　
 
 
 

四
十
 

千
五
 

千
四
 

九
十
 

十
四
 

三
 
 
 
 
 
 
 
 

百
十
 

号
 

二
　
日
 

十
一
 

十
五
 
 
 

三
十
 

千
五
 
 
 

七
　
 

民
 
 
 
 
 
 

九
　
 

百
廿
 

事
 

三
　
日
 

十
二
 

十
五
 
 
 

廿
八
 

千
五
 
 
 

八
　
 

日
 
 
 
 
 
 
 

百
十
 

々
 

四
　
日
 

表
 

五
　
日
 

 

六
　
日
 

 

七
　
日
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西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
二
四
Ｂ
】〔
続
〕

 
十
五
日 

 

十
六
日 

 

十
七
日 

 

十
八
日 

 

十
九
日 

 

廿
　
日 

 

廿
一
日 

 

廿
二
日 

 

廿
三
日 

 

廿
四
日 

 

廿
五
日 

 

廿
六
日 

 

廿
七
日 

 

廿
八
日 

 

廿
九
日 

 

三
十
日 

 

丗
一
日 

七
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

七
四

【
二
五
Ａ
】

第
十
四
号
　
　
執
行
願
并
標
号
押
印
番
号
朱
書
式

年
　
月
　
日

主

*
*

文
字
を
丸
で
囲
ん
で

所

*
判

*

あ
る

副

*

某
　
執
　
行
　
願
　
状

住
所

身
分

*

明
治
何
年
何
号*

姓
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

*

朱
書

【
二
五
Ｂ
】

住
所

身
分

原
告
人
　
　
　
姓
　
名

何
々
執
行
願

号　　四　　十　　第



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

住
所

身
分

被
告
人
　
　
　
姓
　
名

一
　
何
々明

治
何
年
何
月
何
日
当
御
裁
判
所
又
ハ
東
京
上
等
裁
判
所

御
判
决
ノ
金
額
或
ハ
地
所
建
家
物
品

右
御
判
决
ノ
要
領
写
シ
左
ノ
如
シ

裁
判
言
渡
書

【
二
六
Ａ
】

住
所

身
分

原
告
人
　
　
　
　
姓
　
名

住
所

身
分

姓
　
名

判
文
ノ
要
領
ヲ
記
載
セ
シ
ム

右
何
々

七
五



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

七
六

御
裁
判
ノ
通
執
行
相
成
候
様
奉
願
候
以
上

年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
右

何
　
ノ
　
誰

【
二
六
Ｂ
】

第
十
五
号
　
　
執
行
願
ニ
付
被
告
召
喚
状
書
式

住
所

身
分

姓
　
名

右
之
者
儀
何
ノ
誰
ヨ
リ
裁
判
執
行
願
出
ツ
ル

ニ
付
来
ル
　
　
日
午
前
　
時
出
頭
致
シ
候
様
可

相
達
者
也

年
　
月
　
日
　
　
廣
島
裁
判
所町

右
　
　
戸
　
長

村

【
書
式
の
部
　
了
】



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
注
・
本
文
の
部
】

＊
　
本
稿
は
、
広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会
（
会
長
加
藤
高
）
を
結
成
し
て
裁
判
史
料
の
調
査
・
紹
介
を
行
っ
て
き
た
活
動
の
一
部
で
あ
る
。
詳
細
は

「
修
道
法
学
」
第
二
六
巻
二
号
三
〇
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。『
决
議
録
』
は
、
主
と
し
て
、
加
藤
、
増
田
修
（
広
島
弁
護
士
会
）、
紺
谷
の
三
人
が
広
島
高
等
裁
判
所
お

よ
び
広
島
地
方
裁
判
所
の
保
管
に
か
か
る
明
治
期
の
裁
判
史
料
の
調
査
中
に
遭
遇
し
た
。『
决
議
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
資
料
を
紹
介
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、「
明
治
初
年
代
の
「
東
京
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
―
―
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
一
―
―
」（「
西
南

学
院
大
学
法
学
論
集
」
第
三
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
三
月
）
九
三
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
　
本
資
料
は
、
広
島
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
『
决
議
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
用
紙
の
中
央
に
「
廣
嶋
裁
判
所
山
口
支
廳
」
の
印
刷
が
あ
る
の
で
、
山

口
裁
判
所
が
廣
島
裁
判
所
山
口
支
廳
と
な
っ
た
明
治
一
〇
年
六
月
以
降
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
明
治
初
年
代
の
廣
島
裁
判
所
民
事
課
で
行
わ
れ
た
裁
判

の
執
務
要
領
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
前
号
で
紹
介
し
た
「
東
京
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
と
多
少
違
い
が
あ
り
、
本
資
料
の
制
定
の
経

緯
・
時
期
、
両
者
の
異
同
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
調
査
・
研
究
を
期
し
た
い
。

＊
　
本
資
料
は
、
全
体
で
二
六
葉
よ
り
成
る
。
本
文
（
条
文
）
の
部
は
一
五
葉
【
一
五
Ａ
】
ま
で
あ
る
。
本
文
に
続
い
て
、
附
録
と
し
て
、
書
式
の
部
は
一
一
葉
あ
り
【
一
六

Ａ
】
か
ら
【
二
六
Ｂ
】
ま
で
あ
る
。

＊
　
書
式
は
、
本
文
の
後
ろ
に
、
第
一
五
号
ま
で
が
附
録
と
し
て
つ
い
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、【
附
録
】
と
題
し
て
本
文
に
続
け
て
置
い
た
。

＊
　
用
紙
は
、
片
面
一
三
行
の
青
色
罫
紙
で
袋
綴
じ
、
中
央
に
上
述
の
よ
う
に
「
廣
嶋
裁
判
所
山
口
支
廳
」
の
印
刷
が
あ
る
。
用
紙
に
頁
番
号
は
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
読
み

の
便
宜
の
た
め
、
紹
介
者
の
ほ
う
で
番
号
を
つ
け
た
。
本
文
は
、
主
と
し
て
黒
の
、
一
部
朱
書
き
の
墨
書
で
縦
書
き
で
あ
る
。

＊
　
頁
番
号
づ
け
に
つ
い
て
、
右
側
半
葉
に
【
○
○
Ａ
】、
左
側
半
葉
に
【
○
○
Ｂ
】
と
示
し
た
。

＊
　
標
題
は
、
右
側
半
葉
に
「
民
事
課
事
務
節
目
」
と
墨
書
し
て
あ
る
。
こ
れ
に
【
一
Ａ
】
の
頁
番
号
を
つ
け
た
。
本
文
の
見
出
し
に
は
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」

と
あ
る
。
こ
れ
を
【
二
Ａ
】
と
し
た
。

＊
　
目
次
の
項
は
、
本
文
に
は
な
い
が
、
読
み
の
便
宜
の
た
め
、
紹
介
者
の
ほ
う
で
各
章
の
冒
頭
に
あ
る
見
出
し
を
取
り
出
し
て
目
次
を
作
成
し
該
当
条
文
を
示
し
た
。
こ
れ

に
【
一
Ｂ
】
の
頁
番
号
を
つ
け
た
。

＊
　
本
文
は
、
第
一
章
「
総
則
」
に
始
ま
り
、
第
一
一
章
「
執
行
願
ノ
次
第
」
ま
で
、
全
体
で
六
七
箇
条
よ
り
成
っ
て
い
る
。
文
字
と
そ
の
位
置
は
出
来
る
だ
け
資
料
の
記
載

の
ま
ま
を
心
が
け
た
（
例
、
訴
訟
口
誥
、
見
坐
と
見
座
、
條
と
条
、
檢
と
検
等
）。
な
お
、
漢
字
（
例
、
書
、
事
、
雖
、
〆
（
シ
テ
）
等
）
の
略
字
や
合
成
文
字
（
例
、

ト
キ
、
ト
モ
等
）
は
、
現
代
表
記
に
従
っ
た
。

七
七



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

七
八

＊
　
第
四
十
一
條
か
ら
第
六
十
七
條
ま
で
の
条
文
の
上
に
、「
一
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

＊
　
読
み
下
し
の
便
宜
の
た
め
、
各
葉
の
間
に
一
行
を
置
い
た
。
各
葉
の
終
わ
り
に
空
き
行
が
あ
る
と
き
は
、
さ
ら
に
一
行
を
置
い
た
。
ま
た
、
条
文
の
間
に
一
行
を
置
き
、

章
と
の
間
に
は
二
行
を
置
い
た
。
た
だ
し
、
章
と
標
題
が
用
紙
の
一
行
目
に
あ
る
と
き
は
、
一
行
の
空
き
の
ま
ま
と
し
た
。

＊
　
第
二
十
一
條
の
訴
答
文
例
附
録
第
十
四
号
お
よ
び
第
二
十
二
條
の
同
第
十
三
号
の
書
式
は
、
前
掲
・
「
法
学
論
集
」
三
七
巻
四
号
一
六
四
〜
一
六
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
注
・
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
・
附
録
・
書
式
の
部
】

＊
　
書
式
は
第
一
五
号
ま
で
あ
る
。

＊
　
本
文
の
部
一
五
葉
、
附
録
・
書
式
の
部
は
一
一
葉
あ
り
、
合
わ
せ
て
二
六
葉
で
あ
る
。
全
体
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。
書
式
の
部
は
、【
一
六
Ａ
】
か
ら
【
二
六
Ｂ
】
で

あ
る
。

＊
　
半
葉
が
白
紙
の
場
合
、
そ
の
分
の
頁
番
号
は
省
略
し
た
。

＊
　
資
料
中
の
朱
書
き
部
分
に
は*

を
附
け
た
。

＊
　
頁
番
号
の
前
に
一
行
を
明
け
た
。

＊
　
標
題
が
書
か
れ
て
い
る
書
式
（
例
、
第
○
号
　
○
○
書
式
）
は
、
頁
番
号
よ
り
一
行
を
明
け
、
標
題
の
な
い
書
式
に
つ
い
て
は
、
頁
番
号
の
次
の
行
に
〔
例
、
○
○
書
式
〕

カ
ッ
コ
を
つ
け
て
表
し
た
。

＊
　
【
一
九
Ａ
】
と
【
一
九
Ａ
続
き
】
は
一
枚
の
用
紙
で
折
込
み
で
あ
る
。

【
解
説
】

一
　
本
資
料
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」（
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
第
三
七
巻
四
号
九
三
頁
以
下
参
照
・
紺
谷
浩
司
教
授
と
の
共
同
調
査
報

告
・
二
〇
〇
五
年
三
月
刊
）
に
続
く
、
同
じ
裁
判
史
料
│
明
治
九
年
三
月
山
口
裁
判
所
民
事
課
『
决
議
録
』
と
書
か
れ
た
簿
冊
（
本
文
注
参
照
）
│
の
中
に
合
綴
さ
れ
て
い
た

同
様
の
文
書
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
の
、
同
じ
く
紺
谷
教
授
と
の
共
同
調
査
報
告
で
あ
る
（
以
下
、
引
用
す
る
以
外
は
広
島
裁
判
所
と
表
記
す
る
こ
と

に
す
る
）。

二
　
本
資
料
を
紹
介
す
る
意
図
な
い
し
動
機
は
、
す
で
に
先
き
の
資
料
紹
介
の
中
で
触
れ
て
お
い
た
と
お
り
（
1
）、

前
資
料
を
モ
デ
ル
に
、
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
当
時
の
民
事
実



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

務
の
い
わ
ば
執
務
要
領
が
作
製
さ
れ
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
明
治
十
年
代
の
広
島
裁
判
所
で
は
そ
の
裁
判
実
務
が
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
憶
測
し
て
い
る
。
当
時

は
、
民
事
実
体
法
も
手
続
法
も
不
充
分
な
状
態
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
広
島
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
裁
判
取
扱
い
の
実
情
が
本
資
料
を
と
お
し
て
多
少
と
も
明
ら
か
に
な
る
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
資
料
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
歴
史
的
背
景
と
し
て
当
時
の
地
方
制
度
や
司
法
制
度
の
改
革
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
本
資
料
を
編
綴
し

て
い
る
簿
冊
の
表
紙
に
は
、「
明
治
九
年
三
月
」
と
記
載
さ
れ
、
同
じ
く
「
山
口
裁
判
所
民
事
課
」
と
記
載
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
以
下
に
紹
介
す
る
資
料
名
は
「
廣
島
裁
判
所

民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、「
山
口
裁
判
所
」
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
2
）。

三
　
こ
の
点
、
ま
ず
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
は
、
地
方
改
革
が
先
行
す
る
形
で
、
府
県
の
再
統
廃
合
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
。
中
国
地
方
を
例
に
と
る
と
、
小
田
県

（
笠
岡
が
県
庁
所
在
地
）
が
、
明
治
八
年
十
二
月
に
岡
山
県
に
合
併
さ
れ
、
同
九
年
四
月
に
は
北
条
県
（
津
山
が
県
庁
所
在
地
）
も
岡
山
県
に
合
併
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
鳥

取
県
と
浜
田
県
（
浜
田
が
県
庁
所
在
地
）
が
島
根
県
に
合
併
さ
れ
た
結
果
、
明
治
九
年
代
当
時
、
中
国
地
方
は
、
広
島
、
山
口
、
島
根
、
岡
山
四
県
の
み
が
存
在
し
た
。
こ
の

地
方
改
革
と
連
動
す
る
形
で
明
治
九
年
、
府
県
裁
判
所
が
地
方
裁
判
所
に
改
置
さ
れ
、
従
来
の
各
府
県
に
一
府
県
裁
判
所
の
方
針
が
改
め
ら
れ
、
隣
接
諸
県
を
一
地
方
に
一
括

し
、
そ
の
中
の
便
宜
の
土
地
に
裁
判
所
本
庁
を
、
他
に
裁
判
所
支
庁
を
設
置
す
る
と
い
う
方
針
が
急
拠
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
3
）。

そ
の
結
果
、
山
口
裁
判
所
は
明
治
九
年
三
月
に
設
置
開
庁
さ
れ
て
以
来
、
僅
か
半
年
ほ
ど
の
短
命
で
、
同
年
九
月
中
に
は
制
度
上
そ
の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
時
の
山
口
裁
判
所
長
は
高
知
県
士
族
岩
村
通
俊
で
あ
っ
た
（
4
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
設
の
山
口
裁
判
所
に
は
所
長
を
は
じ
め
少
数
の
判
事
が
僅
か
な
判
任
官
を
伴
っ
て
司
法
省

か
ら
着
任
し
た
ば
か
り
、
こ
の
新
任
所
長
に
対
し
て
、
元
山
口
縣
聴
訟
課
に
配
属
さ
れ
、
そ
こ
で
民
刑
事
裁
判
を
担
当
し
、
実
務
経
験
に
富
み
、
県
内
事
情
に
精
通
し
て
い
る

多
数
の
山
口
県
出
身
の
判
任
官
が
新
設
裁
判
所
に
転
出
し
て
い
る
（
5
）。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
新
設
裁
判
所
の
所
長
と
し
て
早
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
裁
判
事
務
の
取
扱
い
を
従
前
通
り
の
聴
訟
課
時
代
に
お
け

る
慣
行
に
沿
っ
た
仕
方
で
進
め
て
い
く
こ
と
の
当
否
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
点
で
実
務
処
理
の
方
法
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
既
設
裁
判
所
の
中
で
、
最
も
取
扱
い
件
数
も
多

く
、
事
務
処
理
上
の
知
識
経
験
豊
富
な
当
時
の
東
京
裁
判
所
民
事
課
が
、
民
事
事
件
取
扱
上
の
手
引
き
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
事
務
節
目
」
と
附
録
で
あ
る
「
文
例
書
式
」

を
参
考
に
、
山
口
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
処
理
の
執
務
要
領
を
定
め
、
そ
の
運
用
を
通
し
て
司
法
行
政
に
お
け
る
国
（
司
法
省
）
の
民
事
政
策
の
貫
徹
を
図
る
こ
と
で
あ

七
九



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

八
〇

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
諸
般
の
事
情
で
遅
れ
て
い
る
間
に
、
先
述
の
地
方
・
司
法
の
諸
改
革
に
よ
り
、
裁
判
所
制
度
自
体
が
改
正
さ
れ
た
た
め
に
、
以
後
の
裁
判

所
で
よ
う
や
く
民
事
執
務
要
領
が
完
成
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
紹
介
す
る
資
料
が
広
島
裁
判
所
名
と
な
っ
て
い
る
事
情
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
経
緯
に
因
る
と
思

わ
れ
る
。

四
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
明
治
九
年
九
月
十
三
日
の
太
政
官
布
告
第
百
十
四
号
を
以
て
府
県
裁
判
所
を
地
方
裁
判
所
に
改
置
し
た
後
、
広
島
・
山
口
両
県
を
管
轄
す
る
岩
国

裁
判
所
の
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
、
岩
国
を
広
島
に
移
し
、
広
島
裁
判
所
と
称
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
『
法
規
分
類
大
全
』
を
通
し
て
、
多
少
は
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
明
治
九
年
九
月
二
十
六
日
、
司
法
省
よ
り
岩
国
裁
判
所
長
へ
、
同
所
管
内
に
支
庁
三
箇
所
以
内
区
裁
判
所
九
箇
所
以
内
（
本
庁
に
在
る
も
の
を
含
む
）
の
見
込
み
で
、

適
当
な
場
所
を
取
り
調
べ
申
し
立
て
る
旨
の
達
と
、
明
治
九
年
七
月
よ
り
同
十
年
六
月
迄
一
周
年
、
そ
の
裁
判
所
費
額
三
万
九
千
二
百
八
十
五
円
と
定
め
、
但
書
で
金
額
月
割

で
渡
す
旨
の
達
が
出
さ
れ
て
い
る
（
6
）。

こ
の
時
の
岩
国
裁
判
所
長
が
だ
れ
か
、
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
前
後
の
事
情
か
ら
考
え
る
と
前
山
口
裁
判
所
長
岩
村
通
俊
と
考
え
ら

れ
る
。
詳
細
の
検
討
は
後
日
に
譲
る
が
、
当
時
の
広
島
県
に
は
正
規
の
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
又
当
時
の
山
口
県
内
に
は
士
族
の
叛
乱
等
不
穏
な

動
き
が
あ
り
、
同
九
年
十
月
末
に
は
前
参
議
前
原
一
誠
を
首
領
と
す
る
萩
の
乱
が
起
こ
り
、
そ
の
終
末
ま
で
、
岩
村
も
そ
の
処
理
に
当
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

つ
ぎ
に
岩
国
裁
判
所
を
広
島
に
移
し
、
広
島
裁
判
所
と
称
す
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
明
治
九
年
十
月
十
七
日
、
広
島
県
へ
出
張
中
の
比
良
光
中
録
・
岩
橋
権
中
録
（
7
）

が
司
法
省
へ
「
岩
国
裁
判
所
万
々
不
便
ニ
付
広
島
ヘ
移
サ
レ
度
地
所
建
物
可
ナ
リ
ノ
場
所
有
ル
ニ
付
引
渡
ノ
義
同
県
ヘ
御
達
有
リ
度
」
き
旨
を
上
申
し
て
お
り
（
8
）、

最
終
的
に
は

司
法
省
よ
り
広
島
県
出
張
中
の
前
記
比
良
光
中
録
ら
に
同
九
年
十
月
十
九
日
、「
本
庁
ヲ
広
島
ヘ
置
ク
ノ
書
面
承
知
官
有
物
受
取
委
任
ノ
金
額
ニ
テ
修
繕
出
来
ス
レ
ハ
広
島
ニ

置
ク
事
ニ
取
調
フ
可
シ
」
の
達
が
出
さ
れ
（
9
）、

こ
の
よ
う
に
し
て
広
島
裁
判
所
設
置
が
実
現
し
た
。
そ
の
前
に
岩
国
裁
判
所
が
開
庁
さ
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た

比
良
光
・
岩
橋
両
出
張
官
員
に
対
す
る
同
九
年
十
月
十
八
日
司
法
省
の
達
に
「
岩
国
裁
判
所
先
ツ
仮
リ
ニ
開
庁
ノ
手
続
取
計
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
翌
十
九
日
の
達
中
に
「
昨
日
ノ

電
信
ハ
取
リ
消
ス
」
と
、
岩
国
裁
判
所
と
し
て
は
開
庁
の
手
続
き
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
開
庁
に
至
ら
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
（
10
）。

と
こ
ろ
で
、
明
治
九
年
九
月
か
ら
同
十
年
六
月
十
一
日
広
島
裁
判
所
開
庁
迄
の
間
（
11
）、

広
島
県
よ
り
裁
判
事
務
引
継
ぎ
に
支
障
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
明
治



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

十
年
二
月
五
日
広
島
裁
判
所
よ
り
司
法
省
へ
の
伺
に
よ
れ
ば
、
広
島
裁
判
所
所
長
に
岩
村
通
俊
が
任
命
さ
れ
た
が
、
広
島
裁
判
所
は
新
築
中
で
完
成
す
る
迄
は
当
裁
判
所
並
び

に
所
長
の
称
呼
を
ど
の
よ
う
に
心
得
て
お
け
ば
よ
い
か
「
唯
今
ハ
当
裁
判
所
旧
称
ヲ
用
ヒ
且
人
民
ヨ
リ
ノ
訴
状
モ
素
ヨ
リ
同
称
ニ
テ
受
込
罷
在
候
名
実
相
叶
不
申
儀
」
（
12
）

に
つ
き

と
、
指
令
を
仰
い
で
い
る
。
司
法
省
指
令
（
十
年
三
月
十
四
日
）
は
、「
追
テ
広
島
県
裁
判
事
務
請
取
候
迄
ハ
広
島
裁
判
所
出
張
（（
所
）
が
欠
落
か
）
ト
称
ス
ヘ
キ
事
」
と
あ

り
、
こ
れ
に
基
づ
き
元
山
口
裁
判
所
管
轄
内
で
は
、
十
年
六
月
十
日
迄
、
広
島
裁
判
所
出
張
所
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

五
　
さ
て
、
以
下
に
紹
介
す
る
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
は
、
そ
の
章
立
て
構
成
自
体
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
東
京
裁
判
所
と
は
若
干
異
な
り
、
第
一
章
に
「
総
則
」

規
定
を
置
く
な
ど
、
第
十
一
章
執
行
願
い
を
も
っ
て
完
結
さ
せ
て
お
り
、
全
六
十
七
条
か
ら
成
る
。
東
京
裁
判
所
が
全
八
章
六
十
二
条
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
島
裁
判
所
が
民

事
事
件
取
扱
い
上
、
ど
の
面
を
重
視
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
附
録
で
あ
る
文
例
書
式
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
、
な
ど
を
考
え
る
際
に
多
少
参
考
に
な
る
よ

う
、
両
裁
判
所
の
本
文
と
附
録
に
そ
れ
ぞ
れ
目
次
を
作
製
し
、
対
置
さ
せ
て
見
た
。
な
お
、
上
段
は
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
、
下
段
に
「
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務

節
目
」
を
置
き
、
前
者
の
章
に
合
う
よ
う
に
後
者
の
章
を
並
べ
て
見
た
。
そ
し
て
、
最
初
に
本
文
の
目
次
、
つ
ぎ
に
附
録
の
目
次
の
順
に
配
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
ら
を
通

し
て
広
島
裁
判
所
本
支
庁
に
お
け
る
民
事
事
件
の
取
扱
い
の
実
際
に
、
何
か
地
域
的
な
特
色
を
示
す
よ
う
な
端
緒
が
得
ら
れ
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
廣
島

裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
は
い
つ
頃
定
め
ら
れ
、
実
施
さ
れ
た
か
な
ど
の
点
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
だ
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
『
决
議
録
』
に
編
綴
さ
れ
た
本
資
料

記
載
に
用
い
ら
れ
た
用
紙
中
央
に
は
「
広
島
裁
判
所
山
口
支
庁
」
の
紅
茶
色
の
印
刷
が
施
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
山
口
支
庁
の
呼
称
は
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
六
月

十
一
日
同
支
庁
開
庁
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
あ
た
り
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
本
資
料
は
や
が
て
翌
十
一
年

二
月
五
日
付
「
広
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」（
全
九
章
五
十
条
）
と
し
て
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
か
ら
別
稿
を
予
定
し
て

い
る
。

（
1
）
紺
谷
浩
司
・
加
藤
高
「
明
治
初
年
代
の
『
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
』
に
つ
い
て
│
│
明
治
九
年
三
月
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の

一
│
│
」
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
第
三
七
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
五
年
三
月
）
九
七
頁
（
以
下
、
本
資
料
を
引
用
す
る
場
合
、
単
に
「
東
京
裁
判
所
」
と
略
称
す
る
）。

（
2
）
紺
谷
・
加
藤
前
掲
「
東
京
裁
判
所
」
九
三
頁

（
3
）
加
藤
高
「
明
治
前
期
、
司
法
官
任
用
制
の
一
断
面
│
│
明
治
十
年
広
島
裁
判
所
の
場
合
」
修
道
法
学
第
二
三
巻
第
二
号
（
平
成
一
三
年
二
月
刊
）
二
二
九
頁
。

八
一



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

八
二

（
4
）
岩
村
通
俊
　
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
六
月
十
日
、
土
佐
国
幡
多
郡
宿
毛
に
、
宿
毛
伊
賀
氏
の
家
臣
岩
村
英
俊
の
長
男
と
し
て
出
生
、
若
く
し
て
勤
皇
の
志
を
抱

き
、
戊
辰
戦
争
に
は
軍
監
と
し
て
従
軍
、
そ
の
後
は
越
後
に
転
戦
し
た
。
維
新
後
新
政
府
に
仕
え
、
官
歴
を
摘
記
す
る
と
、
明
治
六
年
佐
賀
県
権
令
、
七
年
工
部
省
出

仕
、
九
年
山
口
裁
判
所
長
、
萩
の
乱
を
処
置
、
十
年
鹿
児
島
県
令
、
の
ち
会
計
検
査
院
長
を
歴
任
、
ま
た
明
治
十
九
年
初
代
北
海
道
長
官
、
二
十
二
年
農
商
務
大
臣
な

ど
を
経
て
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
二
月
二
十
二
日
年
七
十
六
歳
で
没
（
日
本
歴
史
学
会
編
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
一
三
三
頁
・
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
五
六
年
刊
）。

（
5
）
加
藤
高
「
明
治
初
年
・
山
口
県
聴
訟
課
の
民
事
裁
判
に
関
す
る
一
考
察
│
│
『
出
産
児
差
縺
之
訴
』（
小
児
引
取
等
請
求
）
裁
判
の
取
扱
い
を
通
し
て
│
│
」
広
島

法
学
第
二
七
巻
第
二
号
（
平
成
一
五
年
一
一
月
）
二
五
頁
、
司
法
省
へ
転
出
当
時
の
山
口
県
聴
訟
課
官
員
一
覧
は
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
法
規
分
類
大
全
第
一
編
官
職
門
十
三
官
制
司
法
省
二
〜
三
七
六
頁
。

（
7
）
比
良
光
中
録
・
岩
橋
権
中
録
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
十
月
八
日
改
正
「
司
法
省
分
課
職
員
録
」（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
）
所
収
の
東
京
裁
判
所
の
録
課
に
「
司

法
省
中
録
比
良
光
友
直
」
と
あ
り
（
四
七
頁
）、
他
に
同
姓
の
人
物
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
岩
橋
権
中
録
は
八
年
十
月
当
時
、
司
法
省

第
二
局
履
歴
課
に
「
司
法
少
録
岩
橋
静
彦
」（
四
頁
）
と
あ
る
人
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
官
歴
等
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
に
譲
り
た
い
。

（
8
）
前
掲
法
規
分
類
大
全
三
七
七
頁

（
9
）
前
掲
法
規
分
類
大
全
三
七
七
頁

（
10
）
前
掲
法
規
分
類
大
全
三
七
七
頁

（
11
）
前
掲
法
規
分
類
大
全
三
七
八
頁

（
12
）
前
掲
法
規
分
類
大
全
三
七
七
頁

〔
加
藤
　
高
担
当
〕



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
）

【
参
考
】

「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」（
本
文
お
よ
び
目
次
）

「
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」（
本
文
お
よ
び
目
次
）

第
一
章
　
　
総
則
（
第
一
条
〜
第
七
条
）

第
二
章
　
　
訴
状
受
理
ノ
次
第
（
第
八
条
〜
第
一
九
条
）

第
一
章
　
　
訴
状
受
理
ノ
次
第
（
第
一
条
〜
第
二
〇
条
）

第
三
章
　
　
答
書
受
理
ノ
次
第
（
第
二
〇
条
〜
第
二
三
条
）

第
二
章
　
　
答
書
受
理
ノ
次
第
（
第
二
一
条
〜
第
二
五
条
）

第
四
章
　
　
初
席
ノ
次
第
（
第
二
四
条
〜
第
三
〇
条
）

第
三
章
　
　
初
席
ノ
次
第
（
第
二
六
条
〜
第
三
三
条
）

第
五
章
　
　
審
理
中
失
踪
逃
亡
ノ
次
第
（
第
三
一
条
〜
第
三
三
条
）

第
六
章
　
　
裁
判
宣
告
ノ
次
第
（
第
三
四
条
〜
第
四
三
条
）

第
四
章
　
　
裁
判
宣
告
の
次
第
（
第
三
四
条
〜
第
三
八
条
）

第
五
章
　
　
延
期
中
ノ
次
第
（
第
三
九
条
〜
四
二
条
）

第
七
章
　
　
済
口
ノ
次
第
（
第
四
四
条
〜
第
四
五
条
）

第
六
章
　
　
済
口
ノ
次
第
（
第
四
三
条
〜
第
四
四
条
）

第
八
章
　
　
一
件
落
着
ノ
次
第
（
第
四
六
条
〜
第
四
九
条
）

*

第
八
章
　
　
一
件
落
着
ノ
次
第
（
第
五
九
条
〜
第
六
二
条
）

第
九
章
　
　
身
代
限
ノ
次
第
（
第
五
〇
条
〜
第
五
八
条
）

第
七
章
　
　
身
代
限
ノ
次
第
（
第
四
五
条
〜
第
五
八
条
）

第
一
〇
章
　
雑
（
第
五
九
条
〜
第
六
一
条
）

追
　
加
（
第
六
三
条
）

第
一
一
章
　
執
行
願
ノ
次
第
（
第
六
二
条
〜
第
六
七
条
）

*

章
の
順
序
が
廣
島
の
と
逆
に
な
っ
て
い
る

以
上

以
上

「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
・
附
録
」
書文
式例
目
次

「
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
・
附
録
」
書文
式例
目
次

第
一
号
　
　
名
刺
ノ
書
式

第
一
号
　
　
原
被
告
人
姓
名
書
及
ヒ
標
号
之
書
式

八
三



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」
に
つ
い
て
　
│
明
治
九
年
三
月
　
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
决
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
│

八
四

第
二
号
　
　
訴
状
標
号
押
印
之
並
番
号
朱
書
ノ
式
（「
東
京
」
第
二
号
参
照
）

第
二
号
　
　
訴
状
ニ
標
号
押
印
之
式

第
三
号
　
　
受
取
録

第
三
号
　
　
訟
件
班
数
表
之
式

第
四
号
　
　
無
題
（「
東
京
」
第
三
号
参
照
）

第
四
号
　
　
訴
状
請
取
録
書
式

第
五
号
　
　
初
席
ノ
際
証
書
ニ
検
印
の
書
式
（「
東
京
」
第
七
号
参
照
）

第
五
号
　
　
一
件
曩
書
式
及
ヒ
標
号
ノ
式

第
六
号
　
　
一
件
曩
書
式
及
ヒ
標
号
ノ
式
（「
東
京
」
第
五
号
参
照
）

第
六
号
　
　
聴
訟
表
書
式
及
朱
抹
之
式

第
七
号
　
　
民
事
表
書
式
（「
東
京
」
第
六
号
参
照
）

第
七
号
　
　
目
安
糺
及
ヒ
初
席
之
際
証
書
ニ
記
号
押
印
之
式

第
八
号
　
　
召
喚
文
例
（「
東
京
」
第
八
号
参
照
）

第
八
号
　
　
召
喚
状
文
例

第
九
号
　
　
受
書
文
例
（「
東
京
」
第
九
号
参
照
）

第
九
号
　
　
受
書
文
例

第
一
〇
号
　
答
書
後
原
告
人
召
喚
文
例

第
一
〇
号
　
却
下
訴
状
ニ
朱
書
押
印
之
式

第
一
一
号
　
口
書
ノ
式
並
番
号
記
入
押
印
ノ
書
式
（「
東
京
」
第
二
〇
号
参
照
）

第
一
一
号
　
聴
訟
日
々
表
式

第
一
二
号
　
裁
判
書
々
式
（「
東
京
」
第
二
一
号
参
照
）

第
一
二
号
　
証
書
裏奥
書
及
押
印
之
式

第
一
三
号
　
広
島
裁
判
所
民
事
日
々
表
（「
東
京
」
第
一
一
号
参
照
）

第
一
三
号
　
負
債
主
失
踪
後
証
文
裏
書
文
例

第
一
四
号
　
執
行
願
並
標
号
押
印
番
号
朱
書
式

第
一
四
号
　
遅
参
不
参
ノ
者
報
告
文
例

第
一
五
号
　
執
行
願
ニ
付
被
告
召
喚
状
書
式

第
一
五
号
　
席
目
録
書
式

以
上

第
一
六
号
　
対
談
済
口
延
期
願

第
一
七
号
　
再
三
済
口
延
期
願

第
一
八
号
　
済
口
証
文
文
例
及
ヒ
標
号
印
ノ
式

第
一
九
号
　
身
代
限
掲
示
文
例

第
二
〇
号
　
口
書
之
書
式
及
ヒ
標
号
押
印
之
式



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
　
七
月
） 第

二
一
号
　
裁
判
言
渡
書
式

第
二
二
号
　
身
代
限
後
請
人
ニ
掛
追
訴
状
文

第
二
三
号
　
日
々
件
数
録
書
式

以
上

〔
加
藤
　
高
作
成
〕

*

西
南
学
院
大
学
法
科
大
学
院
教
授

**

広
島
修
道
大
学
名
誉
教
授

八
五




